
「
農
業
者
年
金
」
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？
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素
材
）
を
使
っ
て
作
業
の
効
率
化
も
試

し
て
み
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
付
き
で
作
業

は
簡
単
で
す
が
、
耐
久
性
が
低
く
コ
ス

ト
高
な
の
が
難
点
で
し
た
。

　

や
っ
と
収
穫
！
思
い
の
ほ
か
豊
作

で
、
子
ど
も
た
ち
も
大
喜
び
。
掘
っ
た

芋
は
ふ
か
し
芋
に
し
て
み
ん
な
で
食
べ

ま
し
た
。

　
初
め
て
の
こ
と
で
課
題
も
い
ろ
い
ろ

あ
り
ま
し
た
が
、
子
ど
も
た
ち
に
楽
し

ん
で
も
ら
え
た
こ
と
が
何
よ
り
良
か
っ

た
で
す
。

●
国
民
年
金
だ
け
に
加
入
し
て
い
る
方

　

20
歳
か
ら
40
年
間
保
険
料
を
納
め

た
場
合
、
平
均
的
な
受
給
額
で
月
額
約

6.6
万
円
。
こ
こ
に
上
乗
せ
し
て
受
給
で

き
る
公
的
年
金
の
１
つ
が
農
業
者
年
金

な
の
で
す
。

☆�

公
的
年
金
な
の
で
、
掛
金
は
最

高
80
万
４
千
円
（
月
額
納
付
額

６
万
７
千
円
）
ま
で
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

☆�

積
立
方
式
な
の
で
自
分
で
掛
け
た
年

金
は
自
分
の
元
に
返
っ
て
き
ま
す
。

☆�

国
民
年
金
基
金
な
ど
、
他
の
公
的
年

金
に
加
入
さ

れ
て
い
な
い

こ
と
が
条
件

で
す
。

●
配
偶
者
が
厚
生
年
金
を
掛
け
て
い
て

も
農
業
者
は
国
民
年
金
で
す

　
こ
の
場
合
で
も
、
60
歳
未
満
で
年
間

60
日
以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
れ
ば
加

入
が
可
能
で
す
。

●
会
社
員
か
ら
農
業
に
転
職
し
た
方
に
も

　

国
民
年
金
は
基
礎
年
金
だ
け
な
の

で
、
厚
生
年
金
の
よ
う
に
会
社
の
よ
う

な
組
織
が
一
部
を
負
担
し
て
く
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
が
考
え
て
対

応
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。

●�

積
立
金
は
無
理
な
く
自
由
に
設
計
で

き
ま
す

　
月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
ま
で

の
あ
い
だ
で
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で

き
、納
付
途
中
で
増
額
や
減
額
も
可
能
。

ど
う
し
て
も
納
付
が
難
し
い
時
は
猶
予

（
納
付
を
一
時
休
む
こ
と
）も
で
き
ま
す
。

☆�

猶
予
は
申
請
に
よ
っ
て
最
高
２
年
ま

で
受
け
ら
れ
ま
す
。
２
年
を
過
ぎ
る

と
払
い
込

み
が
で
き

な
く
な
り

ま
す
。

●
自
分
の
受
給
だ
け
で
は
な
い
メ
リ
ッ
ト
も

　
被
保
険
者
は
65
歳
か
ら
終
身
受
給
で

き
ま
す
。
仮
に
受
給
者
が
80
歳
ま
で
に

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
で
も
、
80
歳
ま
で

の
受
け
取
り
額
が
死
亡
一
時
金
と
し
て

遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
Ｊ
Ａ
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　
「
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
」「
加
入

を
検
討
し
て
み
た
い
」
と
思
わ
れ
た
方

は
お
近
く
の
Ｊ
Ａ
窓
口
ま
た
は
、
農

業
委
員
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
加
入

時
に
必
要
な
書
類

「
農
業
者
老
齢
年

金
裁
定
請
求
書
」

も
あ
り
ま
す
。

農
業
委
員
女
性
部
の
取
り
組
み

地
域
の
子
ど
も
た
ち
に

�

農
業
に
関
心
を
！

～�

耕
作
放
棄
地
を
利
用
し
て

�

サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
か
ら
収
穫
ま
で
～

　
平
成
24
年
度
、
農
業
委
員
女
性
部
は

耕
作
放
棄
地
に
サ
ツ
マ
イ
モ
を
子
ど
も

た
ち
と
植
え
ま
し
た
。

　
耕
作
放
棄
地
の
解
消
は
、
神
石
高
原

町
の
み
な
ら
ず
多
く
の
地
域
で
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
地
域
の
子
ど

も
た
ち
と
一
緒
に
野
菜
を
育
て
て
収

穫
、
そ
し
て
そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
で
農

業
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考

え
ま
し
た
。

　
今
回
は
エ
コ
マ
ル
チ
（
ト
ラ
ク
タ
ー

で
圃
場
に
ひ
き
込
ん
で
も
土
に
か
え
る ６月３日，植え付けの様子

草刈りの様子みんなで収穫したサツマイモはおいしいね

男性農業委員にも協力してもらって頑張りました11月３日，立派なサツマイモができました

皆さんの地域の「人と農地の問題」について考えてみませんか？

平成25年度から経営所得安定対策が実施されます

　本町では，高齢化や後継者不足，耕作放棄地の増加などで５年後，10年後の展望が描けない集落・
地域が増えています。
　地域が抱える問題を解決するため，今後の農業の問題を話し合い「人・農地プラン」を作成しま
しょう。

１．�人・農地プランは，人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」
です。

☆集落・地域における話し合いによって，

◎今後の中心となる経営体（個人，法人，集落営農）はどこか
◎中心となる経営体へどうやって農地を集めるか
◎中心となる経営体とそれ以外の農業者（兼業農家，自給的農家）
　を含めた地域農業のあり方（生産品目，経営の複合化，６次産業化）

　などを決めていただきます。

２．�人・農地プランには，様々なメリットがあります。

☆人・農地プランに位置付けられると，

◎青年就農給付金（経営開始型）
　※準備型（研修中）は，人・農地プランと関係なく給付します
◎ 農地集積協力金（中心となる経営体に農地を提供する方）
◎ スーパーＬ資金の当初５年間無利子化（認定農業者）

　といった支援を受けることができます。

３．�人・農地プランは，随時，見直すことができます。

☆�最初からパーフェクトなプランにする必要はありません。一旦プランを決めても，

◎新規就農者が新たに出てきたとき
◎集落営農・法人を立ち上げ，中心となる経営体となるとき
◎引退を決意して農地集積協力金をもらおうとするとき

　などは，見直せば，２のメリットを受けられます。

◎�経営所得安定対策は，平成 24年度までの農業者戸別所得補償制度と基本的に同じ仕組みで実施
されますので，今までどおり加入手続きをしてください。

詳しくは，産業課および農業委員会にご相談ください。☎ 89-3337
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